
（１）取引銀行、支店、口座種類、口座番号を全て記入する。

（２）取引先を重要度の高い順番に記入する。

（３）車両、機械、器具、什器など、社有リース物件の区別なく記入する。

（４）電話加入権を全て記入する。

新規適用事業所現況書（その２）裏面の書き方


